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 「つちうら口加口厘物語」事業者部会規約 

第１章 総  則 
（目  的） 

第１条 この規約は、土浦市独自の「食」の歴史・文化を活かし、個性的なまちづくりを進め

る「食のまちづくり事業」の一環として「カレーのまち土浦」を目指すため、「つちうらﾛ加ﾛ

厘物語」の参加者を募り、土浦市にゆかりのあるカレーの普及に努め、多くの市民と協働しな

がら、土浦市の魅力アップを図り、まちの賑わいの創出と活性化に寄与することを目的とする。 

 

（名  称） 

第２条 本部会の名称は、「つちうらﾛ加ﾛ厘物語」事業者部会と称する。 

 

（事 務 所） 

第３条 本部会の事務所は、土浦商工会議所に置く。 

 

第２章 事  業 
（事  業） 

第４条 本部会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  （1）「つちうらﾛ加ﾛ厘物語」の普及事業 

  （2）会員の共同宣伝事業 

  （3）会員の調理技術向上及び新商品開発のための研究事業 

  （4）つちうらﾛ加ﾛ厘物語の登録事業 

  （5）イベント等への参加 

  （6）その他本部会の目的達成に必要な事業 

 

（定  義） 

第５条 「つちうらﾛ加ﾛ厘物語」は、部会登録をした飲食店及び登録店以外で事業目的に賛同

する食に関係する団体等の扱うオリジナルカレーメニューを言う。 

２ 第１項のオリジナルカレーメニューは、「カレーライス」にこだわらず、「カレー料理全

般」とする。 

 

第３章 会  員 
（会  員） 

第６条 本部会の会員（以下、「会員」という。）は、原則的に土浦商工会議所の会員事業所

で、本部会の事業の目的に賛同する者とする。 

 

（会員登録） 

第７条 会員の登録を希望する者は、別に定める登録申込書により役員会の承認を得て本部会

に登録する。 
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（脱  退） 

第８条 会員は、部会に脱退の３０日前までに脱退届出書で通知し、事業年度の終わりにおい

て本部会を脱退することができる。 

２ 前項のほか、次に掲げる場合は、会員の資格を失う。 

 （1）会員たる資格を喪失した場合 

 （2）死亡、又は事業の閉鎖、廃業した場合 

 （3）除名された場合 

 

（除  名） 

第９条 本部会は、次の各号に該当する会員を除名することができる。 

 （1）本部会の体面を著しく傷つける行為のあったもの 

 （2）本部会の目的遂行に反する行為のあったもの 

 （3）本部会の会員たる義務を怠ったもの 

 

（届  出） 

第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を部会に届け出なく

てはならない。 

 （1）氏名もしくは名称・住所に変更があった場合 

 （2）事業の閉鎖、廃業をする場合 

 （3）その他会員たる資格の喪失をきたすべき事実があった場合 

 

（権利喪失） 

第11条 会員たる資格を失った者及び会員の都合により本部会を脱退した者については、会費

その他 負担金等は一切払い戻さない。 

２ 脱退した会員は、脱退前の未納金を完納する義務を負い、本部会に対する一切の権利を失

う。 

 

（権利譲渡） 

第12条 会員であることにより生じる権利は、他のものにしてはならない。 

 

第４章 役  員 
（役  員） 

第13条 本部に次の役員を置く。 

部会長          １名 

副部会長        ４名以内 

監事            ２名 

参与      １名 

 

（役員の選任） 

第14条 役員は、総会において選任する。 
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（役員の職務） 

第15条 部会長は、部会を代表し、部会の職務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、副部会長のうちから予め定めた

者が、その職務を代理する。 

３ 監事は、本部会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

（役員の任期） 

第16条 役員の任期は、２年とする。 

２ 役員は、再任することができる。 

 

（顧  問） 

第17条 本部会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は役員会において決定する。 

 

第５章 総会及び役員会等 
（総  会） 

第18条 総会は、毎事業年度終了後に開催する通常総会及び、必要に応じて開催する臨時総会

とし、部会長が召集する。 

 

（総会の議決事項） 

第19条 総会は、次の事項を議決する。 

 （１）規約の制定または変更もしくは廃止 

 （２）事業計画並びに収支予算の決定 

 （３）事業報告並びに収支決算の承認 

 （４）その他総会において必要と認める事項 

 

（総会の議決） 

第20条 総会は、会員の過半数をもって成立する。 

２ 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 

 

（役員会） 

第21条 本部会に役員会をおく。 

２ 役員会は、部会長と副部会長をもって組織する。 

３ 役員会は、総会に提出する議案の審議をする。 

４ 役員会は、事業の実行計画案等の案件について審議するとともに、実行及び運営について

決定し，必要と思われる案件については総会に提出する。 

５ 役員会は、本部会の業務の執行に関し重要な事項を議決する。 

 

（加盟店） 

第22条 事業者部会は地産地消やスローフードの考えに基づき、別に定める「つちうらﾛ加ﾛ厘

物語五箇条」を遵守する事業所に対し加盟を決定する。 
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（加盟店の解除及び取消し） 

第23条  加盟解除及び取消しは、第８条及び第１１条の規定を準用する。なお、加盟店の解除

又は、取消しを受けたものは、速やかに認定証、及びのぼり旗を返却しなければならない。 

 

第６章 会  計 
（会  費） 

第24条 本部会の会費は、年額６,０００円とし、部会が指定する金融機関の口座へ納入する

ものとする。 

 

（事業年度） 

第25条 本部会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（雑  則） 

第26条 この規約に定めない事項については、役員会の議決により定める。 

 

（附  則） 

この規約は平成１８年１０月３０日から施行する。 

 

（附  則） 

この規約は平成２６年４月２２日から施行する。 
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第１３条関係（役員） 

役 職 氏   名  

部 会 長 藤澤 一志 中華の福来軒 

副部会長 中台 義浩 レストラン中台 

〃 鈴木 淳一 千勝堂本店 

〃 大谷 晴規 ㈱東京堂（安曇野） 

〃 嶋田 玲子 喜作 

監 事 大川 幸一 食のまちづくり企画部長 

〃 稲葉 豊実 土浦商工会議所中小企業相談所長 

参 与 堀越 雄二 食のまちづくり検討委員長 
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『つちうら口加口厘物語五箇条』 

 

◆第一条 定義 

「つちうら口加口厘物語」は、土浦の誇る食の「歴史・文化」「地域資源」を大切にするとともに、活用することで、

地産地消やスローフードの考えをもとに全国に発信し、地域活性化につなげ、新たな土浦ブランドの名物を

創作し、普及を図るものである。 

「つちうら口加口厘物語加盟店」の定義は、地元の食材を活用し、愛情込めて創意工夫して作られたカ

レーであり、「日本一の生産量を誇る土浦のレンコン」等、地場産品や土浦にゆかりのあるものを取

り入れたカレーである。 

 

◆第二条 加盟店制度 

つちうら口加口厘物語事業者部会が認定した事業所に限り「つちうら口加口厘物加盟店の名称使用を許可す

る。 

また、この名称使用権を他の事業者に販売または貸与することを禁止する。 

 

◆第三条 販促物の設置 

「加盟店」は、営業時には常にノボリ旗をお客様の目に付きやすい場所に設置し、「つちうら口加口厘

物語」をアピールすること。 

 

◆第四条 愛情 

「加盟店」は、日々、愛情を込めてカレーを作り、愛情を込めてお客様にサービスすることを心が

けること。 

 

◆第五条 まちづくり貢献 

「加盟店」は、カレーのまち土浦を目指し、食のまちづくり事業に積極的に取り組むことを心がけ

ること。 

 


